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令和７年８月臨時議会 議案概要 担当課 企画政策課 種別 その他

議案番号 議案第 80 号 議案名
財産の取得について（防災行政情報伝達システム戸

別受信機）

目 的

防災行政情報伝達システムの戸別受信機を購入するに当たり、財産の取得に

ついて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項及び琴浦町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16 年琴浦町

条例第 54 号)第２条の規定に基づき、議会の議決を得るもの。

内 容

現在運用している「防災行政無線設備」は、平成 22 年度に導入しており、

操作卓等は常に故障の懸念がある状況。機器及びシステムの更新等が必要であ

るが、現在の仕組み（無線と光ケーブルによる伝達システム）での更新には高

額な経費を要することから、「携帯電話網を活用した情報伝達システム」へ変

更し更新することとしており、新システム導入について住民説明会を開催し周

知に努めてきた。

防災行政情報伝達システム戸別受信機は、この度整備する防災行政情報伝達

システムからの情報を受信するために必要な機器であり、防災行政情報伝達シ

ステム戸別受信機の購入業務を締結するにあたり、財産の取得について、議会

の議決を得るものである。

１ 取得財産 防災行政情報伝達システム戸別受信機 １，３７０台

２ 入札日 令和７年８月２０日

３ 契約金額 １５６，１５６，１１０円

４ 受注者 住所 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

氏名 ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店

鳥取支店長 田中 道雄

５ 納期限 令和８年３月１９日

６ 契約方法 １者特命随意契約

７ 購入業務内訳等

・戸別受信機 １，３７０台（令和７年度予算購入台数）

〇スマートフォン所有状況等実態調査及び戸別受信機希望

調査を行ない必要世帯へ無償貸与

【想定している対象世帯】

75 歳以上の方がいる、小学生以下のこどもがいる、視覚

障がい１，２級の方、スマホやタブレットなど携帯端末を

お持ちでないなど、戸別受信機が必要な世帯

・戸別受信機配布支援

・説明会の開催（住民・配信者向け説明会の実施）
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補足事項

【参考】

○防災行政情報伝達システム導入に関する説明会の開催

・令和７年７月 25 日の議会臨時会において、住民説明が不十分との指摘

を受け、下記期日に住民説明会を開催

8月 21 日（木） 19：30～ 赤碕地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（分庁舎）

8月 22 日（金） 19：30～ まなびタウンとうはく

〇防災行政情報伝達システム導入業務委託契約締結について

「財産の取得について(防災行政情報伝達システム戸別受信機)」議決後、

随意契約する。

１ 業務名 防災行政情報伝達システム導入業務

２ 業務場所 東伯郡琴浦町地内

３ 業務完成期限 令和８年３月１９日

４ 請負金額 １５８，４４３，８９０円

５ 契約の方法 １者特命随意契約

６ 契約者 住所 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

氏名 ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店

鳥取支店長 田中 道雄

７ 主な業務内容

・防災行政情報伝達システム構築（アプリ構築含む）

・屋外拡声子局連携

・Jアラート機器連携
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